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平成２９年度予算編成方針 

 

１ 国の動向 

  本年6月2日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2016」（骨太の方針）

において、国では、一億総活躍の考えの下、「新・三本の矢」による「成長と分配の好循

環」を確立することにより、地方を含め日本経済全体の持続的拡大均衡を目指すとともに、

地域が持つ魅力（知恵、人材、資源）を最大限引き出し、国及び地方において官民総力を

挙げて地方創生を本格展開することにより、人口減少と地域経済の縮小の悪循環に歯止め

をかけ、将来にわたって地域の成長力を確保することとしている。 

  また、今後も増加が見込まれる社会保障分野においては、「経済・財政再生計画」に掲

げられた医療・介護提供体制の適正化、負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化など

の改革を着実に実行し、社会保障費の抑制を図るとしている。 

  これを受けて「平成29年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（平成

28年8月2日閣議了解）では、「歳出全般にわたり、安倍内閣の歳出改革の取組を強化する

とともに、施策の優先順位を洗い出し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に

重点化する。」と示された。 

  また、平成28年度第二次補正予算により、一億総活躍社会の実現の加速や21世紀型のイ

ンフラ整備など、約4兆円規模の「未来への投資を実現する経済対策」を実施することと

している。 

  平成29年度は、こうした国の動向を注視するとともに、当市においても限られた財源で

最大の効果を生み出すよう、徹底した事業内容の検証と見直しを図ることが重要である。 

 

２ 当市における地方創生の取組み 

  全国的にも喫緊の課題である地方創生については、平成 28 年度においても最重要課題

として、「弘前市経営計画」及び「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、

地方創生推進交付金など国の財源を積極的に活用しながら、他都市とも連携して取り組ん

でいる。 

  平成 29 年度においてもその動きを後退させることなく、国や他都市の動向を見極めな

がら、行政、市民、コミュニティ、民間事業者等も含めた「オール弘前」により将来を見

据え、さらに深化させていく。 

 

資料３ 
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３ 本市の財政状況と見通し 

本市の財政状況を見ると、平成 27年度一般会計決算では、実質収支が約 7億 1千万円

の黒字決算となった。歳入では、地方消費税交付金が約 34億 5千万円で前年度に比べ約

12億 4千万円の増となったが、市税が約 198億 1千万円で前年度に比べ約 3億 3千万円

の減、地方交付税が約 206億 3千万円で前年度に比べ約 3億 3千万円の減となった。自主

財源は、前年度に比べ約 28億 3千万円、9.3％の減となり、地方交付税をはじめとする依

存財源の割合が全体の 67.5％と前年度より 3.8ポイント増え、依然として高い比率とな

っている。 

一方、歳出では、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が約 385億 9千万で前年度に

比べ約 1億 9千万円の増となっており、全体の 46.6％を占めている。また、財政健全化

の指標である実質公債費比率は 8.6％、将来負担比率は 51.6％で、いずれも早期健全化基

準を下回っている。 

市財政の今後の見通しとしては、市税はこれまでの施策の効果によりある程度の伸びが

期待できるものの、地方交付税の減少が見込まれる。 

国では、地方一般財源総額について 2018年度までは 2015年度と同水準を確保するとし

ているが、当市においては、歳入一般財源の減少により厳しい状況が想定されることから、

将来に向けてより一層健全な財政運営を堅持する必要がある。 

 

４ 平成２９年度予算編成の基本方針 

(1) 重点的取組事項 

平成 29年度は、当市財政にとって大きなウェイトを占める普通交付税が、平成 27年

国勢調査による人口減や合併算定替特例措置の段階的削減などにより、平成 28 年度当

初予算と比較し大幅に減少する見込みであり、歳入面においては厳しい状況である。 

一方、「弘前市経営計画」の最終年度であり、「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」

の実現に向け、着実に目標を達成するよう取り組む必要がある。 

このような状況を踏まえ、多くの行政課題がある中で、各部局においては、自らが歳

入の確保に力を注ぐとともに、限られた財源を最大限有効に活用するための徹底した検

証を行い、「選択と集中」を図ったうえで予算を見積るものとする。 

また、「地方創生」といった最重要課題には創意工夫をもって積極的に取り組むこと

とし、全国に先駆けた取組みや補助金等の活用を十分検討するとともに、民間資金の導

入などにより財源の確保に努めるものとする。 
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  ① 国の第二次補正予算との一体予算 

平成 29 年度に予定している事業で国の第二次補正予算の対象となるものについて

は、前倒しで実施することにより有利な財源を活用して一体的に取り組む。 

 

  ② 限られた財源・資源の有効活用 

当市の置かれた財政状況を踏まえ、柔軟な発想と創意工夫をもって、限られた財源

で効率的・効果的に事業に取り組むほか、限られた資源をあらゆる方法により有効に

活用して歳入の確保につなげる。 

 

  ③ 「弘前市経営計画」の改訂と連動した予算配分の優先化・重点化 

    弘前市経営計画に掲げる目標の達成を目指し、経営計画登載事業に優先的に予算の

重点配分を行うものとし、「経営計画マネジメントシステム」の評価結果に基づき、

事業の見直しと資源配分を徹底する。 

 

  ④ 「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進 

    国の地方創生の取組みと連動し、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため人

口、経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組むため、地方版総合戦略として策

定した「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる 5つの基本目標を達成で

きるよう各種施策・事業を継続して実施する。 

 

○５つの基本目標 

  １．安定した雇用創出と地域産業のイノベーション 

  ２．弘前への新しいひとの流れと定住の推進  

  ３．若い世代の結婚・出産・子育てをトータルサポート 

  ４．健やかで、活き活きくらせる地域づくり 

     ５．弘前ならではの地域づくり 

 

⑤ ファシリティマネジメントの推進 

 「弘前市公共施設等総合管理計画」に基づいて実施した施設評価の結果等を踏まえ、

施設の統合・廃止、多目的化など具体的に取り組んでいくとともに、長寿命化や維持

管理コストの縮減・平準化、市有財産の積極的活用など、これまで以上にファシリテ

ィマネジメントの取組みを進めていく。 
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⑥ マイナスシーリング方式の継続 

今年度もマイナスシーリング方式を継続することとし、各部局の予算見積上限額は

別紙財務部長通知のとおりとし、市民満足度の更なる向上を目指し限られた財源で最

大の効果を生み出すよう、各部局が主体的に予算見積上限額内においてスクラップ・

アンド・ビルドを行い、メリハリのある予算を組み立てるものとする。 

 

(2) 一般的取組事項 

① 年間予算の編成 

予算は、年間を通じる総合予算としての編成を原則とする。年間の事業計画を十分

検討し、年度途中において安易に補正措置を講ずることのないよう留意するものとす

る。ただし、経営計画の推進に係る追加事業などは柔軟に対応するものとする。    

なお、行政需要の多様化、複雑化に伴い、複数の部課に関係する事務事業について

は、事前に協議を済ませておくものとする。 

 

② 歳入歳出に関する事項 

ア シーリング対象経費以外については、１件ごとに査定を行い予算配分する。 

イ 新規事業については、緊急性や事業効果等を十分検討して厳選するとともに、 

新たに一般財源の負担が生じることとならないよう、特定財源の確保、及び既存事

業の廃止（スクラップ・アンド・ビルド）または見直しにより所要の一般財源を確

保すること。ただし、「地方創生」に特に資する取組みについては、この限りとし

ない。 

ウ 国や県の予算・動向を注視するとともに、積極的に情報収集を行い、既存事業も

含めて財源の活用を図ること。また、制度改正等に対しては適切に対応すること。 

エ 国・県補助金を受けて事業執行してきたもので、その補助金が打ち切られるもの

については、真にやむを得ない場合以外は原則廃止とすること。 

オ 一部事務組合や各種団体等に対する市費単独の負担金、補助及び交付金は、補助

目的、事業内容、事業効果等を精査し、補助率等の見直しを検討すること。 

カ 人件費総額を抑制する観点から、全ての事務事業について見直しを図り、職員数

の適正化や時間外勤務の縮減に向けた取組みを強化すること。 

キ 分担金及び負担金や、使用料及び手数料については、実態に即した適正な料金設

定を行うため、受益者負担の適正化・公平化の観点から見直しを検討すること。 

ク 市が保有する財産について、資産経営の視点から有効利用の検討を行い、処分や

貸付などを積極的に進めて財源の確保に努めること。 
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ケ 事業経費の節減や収入の増加を図った部局に対し、その捻出経費の一部を追加配

分するインセンティブ予算制度を継続することとし、広告収入など職員の自発的な

創意工夫による財源の確保に努めること。 

 

 ③ 特別会計及び企業会計に関する事項 

ア 特別会計においては、当該特別会計を設置した本来の原則に基づき、一層の効率

的、合理的な編成と執行、自己財源の確保を図り、一般会計からの繰入を可能な限

り圧縮するよう最大限努めるとともに、繰入は原則として制度上の基準額以内とす

ること。 

 

Ａ 国民健康保険特別会計 

国民健康保険の運営主体が平成 30年度から県に移管されることから、財政運営

の健全化に向けた具体的な検討を行い、保険料の徴収率向上や医療費の適正化な

ど、歳入・歳出の両面から取組みを進めていくこと。 

 

Ｂ 介護保険特別会計 

平成 29 年度までは地域福祉基金を財源に一般会計からの基準外繰出しにより

保険料負担の軽減を図ることとしているが、引き続き介護保険の安定的な運営の

ため様々な観点から健康な高齢者を増やす取組み等を一層推進するとともに、平

成 30年度からの第 7期計画に向けた財政の健全化に努めること。 

 

イ 企業会計においては、包括業務委託の取組みなど経営の効率化・合理化を進めて

いるところであるが、より一層の効率的・合理的な編成と執行、自己財源の確保を

図り、一般会計からの繰入れを可能な限り圧縮するよう最大限努め、繰入は原則と

して制度上の基準額以内とすること。 

 

５ 結び 

平成 29 年度は、市の最上位計画である「弘前市経営計画」における計画期間の最終年

度となる。計画の目指す「子どもたちの笑顔あふれるまち 弘前」を実現するため、地方

創生の取組みをさらに深化させるなど、地域経済の活性化に向けて取り組んでいかなけれ

ばならない。 

そのため、予算見積書の提出にあたっては、基本方針を踏まえ、これまで以上に、部局

横断的な連携、新たな着眼や柔軟な発想、創意工夫による予算の見積りを期待する。 
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以上の方針をもって、平成 29 年度予算の編成に臨むものとし、予算編成の細部につい

ては、別途財務部長から通知するので、遺漏のないように対応されたい。  


